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告         示 

 

兵庫県告示第416号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条の規定により、申出（有効期限の更新）のあっ

た次の医療機関を救急病院と認定した。 

  令和７年５月20日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 名 称  兵庫県立こども病院 

所 在 地  神戸市中央区港島南町１丁目６番７ 

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 令和７年５月20日 火曜日  第 618 号 
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認 定 年 月 日  令和７年５月１日 

認定の有効期限  令和10年４月30日 

２ 名 称  神戸マリナーズ厚生会病院 

所 在 地  神戸市中央区中山手通７―３―18 

認 定 年 月 日  令和７年５月１日 

認定の有効期限  令和10年４月30日 

３ 名 称  春日病院 

所 在 地  神戸市北区大脇台３番地の１ 

認 定 年 月 日  令和７年５月１日 

認定の有効期限  令和10年４月30日 

４ 名 称  独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター 

所 在 地  神戸市須磨区西落合３丁目１番１号 

認 定 年 月 日  令和７年５月９日 

認定の有効期限  令和10年５月８日 

５ 名 称  医療法人一高会 野村海浜病院 

所 在 地  神戸市須磨区須磨浦通２丁目１番41号 

認 定 年 月 日  令和７年５月９日 

認定の有効期限  令和10年５月８日 

６ 名 称  兵庫県立淡路医療センター 

所 在 地  洲本市塩屋１丁目１―137 

認 定 年 月 日  令和７年５月１日 

認定の有効期限  令和10年４月30日 

 

兵庫県告示第417号 

 家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第13条第１項の規定により、次のとおり家畜伝染病が発生した旨

の届出があった。 

  令和７年５月20日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 家畜伝染病の種類 ヨーネ病 

２ 家畜の種類 牛（ホルスタイン種）雌 

３ 患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭数 患畜 １頭 

４ 発生場所 豊岡市 

５ 発生年月日 令和７年５月１日 

６ その他参考となるべき事項 リアルタイムPCR検査により発見 

 

 

兵庫県告示第418号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定

である。 

  令和７年５月20日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

   豊岡市竹野町金原字金山405、406 

(2) 保安林として指定された目的 

   水源の涵
かん

養 
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 (3) 変更後の指定施業要件 

  ア 立木の伐採の方法 

   (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

   (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

   (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

    次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県農林水産部治山課、但馬県民局豊岡農林水産振興事務所 

及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

２(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

   美方郡香美町村岡区味取字久津1010 

(2) 保安林として指定された目的 

   水源の涵
かん

養 

 (3) 変更後の指定施業要件 

  ア 立木の伐採の方法 

   (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

   (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

   (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

    次のとおりとする。 

３(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

   美方郡香美町村岡区大糠字カナツノ473から479まで、481から487まで 

(2) 保安林として指定された目的 

   水源の涵
かん

養 

 (3) 変更後の指定施業要件 

  ア 立木の伐採の方法 

   (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

   (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

   (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

    次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県農林水産部治山課、但馬県民局豊岡農林水産振興事務所 

及び美方郡香美町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

４(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

   美方郡新温泉町千谷字北谷1093の６ 

(2) 保安林として指定された目的 

   水源の涵
かん

養 

 (3) 変更後の指定施業要件 

  ア 立木の伐採の方法 

   (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

   (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

   (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

    次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県農林水産部治山課、但馬県民局豊岡農林水産振興事務所 

及び美方郡新温泉町役場に備え置いて縦覧に供する。） 
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兵庫県告示第419号 

 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第２項の規定により、形質変更時要届出区域の指定を次のと

おり解除する。 

  令和７年５月20日 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 指定を解除する区域 

  令和６年11月19日付け兵庫県告示第1028号により指定した区域（三田市香下字深谷1676番の一部）の一部 

２ 特定有害物質の名称 

  ふっ素及びその化合物 

３ 汚染の除去等の措置 

  基準不適合土壌の掘削による除去 

 

兵庫県告示第420号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和７年５月20日か

ら在来道路の供用を廃止する。 

 その関係図面は、令和７年５月20日から２週間、淡路県民局洲本土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月20日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 
備考 

県道 

福良江井岩屋線 

淡路市岩屋字龍松3556番35から 

同 市岩屋字龍松3556番35まで 

旧 
38.0から 

45.0まで 
12.0 

 

新 
32.0から 

45.0まで 
12.0 

 

 

兵庫県告示第421号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和７年５月20日か

ら在来道路の供用を廃止する。 

 その関係図面は、令和７年５月20日から２週間、淡路県民局洲本土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月20日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 
備考 

県道 

佐野仁井岩屋線 

淡路市楠本字場中2593番８から 

同 市楠本字場中2593番８まで 

旧 
14.0から 

23.0まで 
32.0 

 

新 
14.0から 

16.0まで 
32.0 
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兵庫県告示第422号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和７年５月20日か

ら在来道路の供用を廃止する。 

 その関係図面は、令和７年５月20日から２週間、淡路県民局洲本土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月20日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 
備考 

県道 

仁 井 黒 谷 線 

淡路市斗ノ内字古子原679番４から 

同 市斗ノ内字古子原679番５まで 

旧 
15.0から 

25.0まで 
30.0 

 

新 
6.0から 

11.0まで 
30.0 

 

 

兵庫県告示第423号 

昭和39年兵庫県告示第332号の15（収入証紙売りさばき人の名称等）の一部を次のように改正する。 

  令和７年５月20日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

 表中 

「 

 

 

 同 東加古川支店 

 同 別府支店 

加古川市平岡町新在家 

加古川市別府町緑町 

                                               」 

を 

「 

  同 東加古川支店 加古川市平岡町新在家 

                                               」 

に改める。 

   附 則 

 この告示は、令和７年５月26日から施行する。 

 

兵庫県告示第424号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した。 

  令和７年５月20日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

土地改良区の名称 認可年月日 

蓼川土地改良区  令和７年５月１日 

 
 

公 告 

 

   落札者等の公示 

 一般競争入札の落札者等について、次のとおり公告する。 
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  令和７年５月20日 

                                 契約担当者 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 落札等に係る業務名称 

(1) 令和７年度兵庫県広報紙編集業務 

(2) 令和７年度兵庫県広報紙「県民だよりひょうご」及び兵庫県議会広報紙「ひょうご県議会だより」の印 

刷・新聞折込・運送業務  

(3) 令和７年度兵庫県広報紙「県民だよりひょうご」、兵庫県議会広報紙「ひょうご県議会だより」及び兵庫 

県ホームページの広告掲載業務 

２ 契約に関する事務を担当する部局又はかいの名称及び所在地 

  兵庫県総務部秘書広報室広報広聴課 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 落札者を決定した日 

(1) 令和７年３月11日 

(2) 令和７年３月12日 

(3) 令和７年３月12日 

４ 落札者の名称及び住所 

(1) 株式会社神戸新聞総合印刷 神戸市中央区東川崎町１丁目５番７号 

(2) 株式会社神戸新聞総合印刷 神戸市中央区東川崎町１丁目５番７号 

(3) 株式会社ジチタイアド 福岡県福岡市中央区薬院１－14－５ ＭＧ薬院ビル 

５ 落札金額 

(1) 43,032,000円 

(2) 251,105,525円 

(3) 43,670,572円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

令和７年１月28日 

 

私立幼稚園の廃止認可 

 学校教育法（昭和22年法律第26号）第４条第１項の規定により、次のとおり私立幼稚園の廃止を令和７年３

月25日に認可した。 

  令和７年５月20日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

名  称 位  置 設 置 者 廃止年月日 

関西学院幼稚園 西宮市上ケ原一番町１－155 学校法人関西学院 令和７年３月31日 

西灘幼稚園 神戸市灘区岩屋北町３丁目２番14号 学校法人小倉育英会 令和７年３月25日 

 

 

私立専修学校の設置認可 

 学校教育法（昭和22年法律第26号）第130条第１項の規定により、次のとおり私立専修学校の設置を令和６年

８月２日に認可した。 

  令和７年５月20日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

名  称 位  置 設 置 者 設置年月日 

ICT専門学校 高砂校 高砂市高砂町船頭町1305－１ 学校法人森学園 令和７年４月１日 
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学校教育法（昭和22年法律第26号）第130条第１項の規定により、次のとおり私立専修学校の設置を令和７年

３月25日に認可した。 

  令和７年５月20日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

名  称 位  置 設 置 者 設置年月日 

専門学校日本デジタル

カレッジ 

尼崎市杭瀬本町２丁目13－14 
学校法人花園南学園 令和７年４月１日 

 

 

私立専修学校の廃止認可 

 学校教育法（昭和22年法律第26号）第130条第１項の規定により、次のとおり私立専修学校の廃止を令和６年

８月２日に認可した。 

  令和７年５月20日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

名  称 位  置 設 置 者 廃止年月日 

独立行政法人地域医療

機能推進機構神戸中央

病院附属看護専門学校 

神戸市北区惣山町２丁目１番１号 
独立行政法人地域医

療機能推進機構 
令和６年８月２日 

 

 

私立各種学校の廃止認可 

 学校教育法（昭和22年法律第26号）第134条第２項において準用する同法第４条第１項の規定により、次のと

おり私立各種学校の廃止を令和６年８月２日に認可した。 

  令和７年５月20日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

名  称 位  置 設 置 者 廃止年月日 

江川バレエ・スクール 西宮市仁川町３丁目13－16 準学校法人江川美育

研究所 
令和６年８月２日 

 学校教育法（昭和22年法律第26号）第134条第２項において準用する同法第４条第１項の規定により、次のと

おり私立各種学校の廃止を令和７年３月25日に認可した。 

  令和７年５月20日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

名  称 位  置 設 置 者 廃止年月日 

西脇珠算簿記学院 西脇市西脇61－６ 新谷 陸男 令和７年３月31日 

 

 

特約業者の指定の取消し 

兵庫県税条例（昭和35年兵庫県条例第63号）第107条第３項の規定に基づき、次のとおり特約業者の指定を取

り消した。 

  令和７年５月20日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  
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氏名又は名称 主たる事務所又は事業所の所在地 指定取消年月日 

福田屋石油株式会社 養父市八鹿町国木225番地 令和７年３月31日 

 

 

兵庫県労働委員会の労働者委員候補者及び使用者委員候補者の推薦を求める公告 

 兵庫県労働委員会の委員の任期が満了するので、労働組合法施行令（昭和24年政令第231号）第21条第１項の

規定により、労働組合及び使用者団体にそれぞれ次により次期委員の候補者の推薦を求める。 

  令和７年５月20日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 推薦資格を有する者 

(1) 労働者委員候補者の推薦 

  兵庫県の区域内のみに組織を有し、労働組合法（昭和24年法律第174号）第２条及び第５条第２項の規定

に適合する旨の兵庫県労働委員会の証明を得た労働組合 

(2) 使用者委員候補者の推薦 

兵庫県の区域内のみに組織を有し、労働問題を取り扱うことが主な目的であるか又は業務の主要な部分

である使用者団体 

２ 被推薦者 

禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。 

なお、一般職の国家公務員又は地方公務員である場合には、国家公務員法（昭和22年法律第120号）第104

条又は地方公務員法（昭和25年法律第261号）第38条の規定による許可が必要である。 

３ 推薦期間 

令和７年５月26日（月）から同年７月11日（金）まで 

４ 推薦に必要な提出書類 

(1) 労働者委員候補者の推薦 

ア 兵庫県産業労働部労政福祉課及び各県民局・県民センター労政担当課備付けの推薦書及び候補者経歴

書 

イ 推薦に係る労働組合が労働組合法第２条及び第５条第２項の規定に適合する旨の当該候補者の推薦に

係る兵庫県労働委員会の資格審査証明書（資格審査に当たっては、相当の期間を要する場合がある。） 

(2) 使用者委員候補者の推薦 

兵庫県産業労働部労政福祉課備付けの推薦書及び候補者経歴書 

５ 推薦書類の提出先 

(1) 労働者委員候補者の推薦 

兵庫県産業労働部労政福祉課又は各県民局・県民センター労政担当課 

(2) 使用者委員候補者の推薦 

兵庫県産業労働部労政福祉課 

 

建築士法による木造建築士免許の取消し 

 建築士法（昭和25年法律第202号。以下「法」という。）第９条第１項の規定により、下記の建築士の免許を

取り消したので同条第３項及び建築士法施行規則（昭和25年建設省令第38号）第６条の２の規定に基づき、次

のとおり公告する。 

  令和７年５月20日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 免許の取消しをした年月日 

  令和７年５月１日 

２ 免許の取消しを受けた建築士の氏名 

甲 本 等 
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(1) 建築士の別 

木造建築士 

(2) 登録番号 

兵庫県知事登録第阪神43号 

(3) 免許の取消しの理由 

法第９条第１項第２号に該当するため。 

 

入札公告 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和７年５月20日 

契約担当者             

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 調達内容 

(1) 調達物品及び数量 

県立特別支援学校中型スクールバス（路線型スロープあり）７台 

(2) 調達物品の特質等 

調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 納入期限 

令和８年３月13日（金） 

(4) 納入場所 

県立のじぎく特別支援学校ほか５校 

（詳細は仕様書のとおり） 

(5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

   落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

110分の100に相当する金額で入札すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名 

簿に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札

の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準によ 

る資格制限を受けていない者であること。 

(3) 参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていな 

い者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第 

225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

３ 入札の参加申込及び入札の方法等 

  入札は、書面又は電子によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。 

(1) 書面による入札 

ア 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先 

       〒650-8567  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

                   兵庫県出納局物品管理課  担当 中山 

                   電話（078）341－7711 内線75784 ＦＡＸ 078－362－3928 

イ 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付

期間 

     令和７年５月20日（火）から同年６月３日（火）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県 
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条例第15号）第２条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）の午前９時から

午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

  ウ 入札・開札の日時及び場所 

       令和７年６月27日（金）午後２時 兵庫県庁１号館１階入札室 

  エ 入札書の提出期限 

上記ウの入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書

の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）によ

る入札については、令和７年６月26日（木）午後５時までに上記アの場所に必着のこと。 

(2) 電子による入札 

   兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）の利用による入札（以下「電

子入札」という。）及び開札手続を行うものとし、この場合は以下によること。 

ア 参加申込みの期間 

令和７年５月20日（火）から同年６月３日（火）まで（県の休日を除く。）の午前９時から午後８時ま

で（ただし、令和７年６月３日（火）は午後４時までとする。） 

イ 入札の日時 

令和７年６月20日（金）午後５時から同月27日（金）午後２時まで（県の休日を除く。） 

ウ 開札日時及び場所は上記(1)ウに同じ 

４ 仕様確認について 

 (1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次によ

り必ず確認を受けること。 

  ア 受付期間 

    令和７年５月21日（水）から同年６月13日（金）まで（県の休日を除く。）の午前９時から午後４時

まで（持参の場合は、正午から午後１時までを除く。） 

    なお、電子入札システムによる場合は、令和７年５月21日（水）から同年６月３日（火）まで（県の

休日を除く。）の午前９時から午後８時まで（ただし、令和７年６月３日（火）は午後４時までとす

る。）の間に提出すること。 

  イ 受付場所  

上記３(1)アに同じ 

ウ 提出書類 

(ｱ) 仕様確認申込書  

(ｲ) 仕様を満たしていることを確認できるカタログ等 

  エ 提出方法  

電子入札システム、持参又はFAXにより提出すること。 

  オ 確認の結果  

令和７年６月20日（金）午後５時までに通知する。 

 (2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説明を求めら

れた場合は、それに応じること。 

 (3) 入札者は、上記(1)オで認められた物品で入札すること。 

５  その他 

  (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

  (2) 入札保証金 

   契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の100分の５以上の額の入

札保証金を令和７年６月25日（水）正午までに納付しなければならない。ただし、保険会社との間に県を

被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。   

  (3) 契約保証金  

      契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納付しなければならない。ただし、保

険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しその保険証書を契約保証金に代えて提出す

る場合、「誓約書（契約保証金の免除についての誓約書）」を提出する場合、契約金額が200万円以下の場
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合等は、契約保証金を免除する。 

  (4) 入札に関する条件 

    ア  入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うか、又は電子入札をすること。 

    イ  所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに納付されてい

ること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和７年７月14

日（月）まであること。 

   ウ  入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

    エ  同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ  入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札金額が分明であること。 

なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名があること（電子入札を除く。）。 

キ  代理人が入札する場合は、入札開始までに入札執行者に届出すること。 

なお、電子入札の場合は、事前に承認された代理人に限る。 

ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと（電子入札を除く。）。 

ケ  再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ 

に違反して無効となった者以外の者 

  (5) 入札の無効 

      本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類

に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

  (6) 契約書作成の要否 

     要作成 

  (7) 落札者の決定方法 

      入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵

庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。 

  (8) その他 

    詳細は、入札説明書による。 

６ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1) Name and title of head of the procuring entity: 

Motohiko Saitou, Governor of Hyogo Prefecture 

(2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

Middle-sized school buses 7 vehicle 

(3) Delivery period: March 13, 2026 

(4) Delivery place: 

Nojigiku special school in Hyogo, Kobe special school in Hyogo, Himeji special school in 

Hyogo, Himeji Shirasagi special school in Hyogo, Kitaharima special school in Hyogo and 

Izushi special school in Hyogo 

(5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00  June 3，2025 

(6) Deadline for tender: 

14:00  June 27, 2025 by direct delivery, electronic bidding system 

17:00  June 26，2025 by mail 

(7) Person to contact concerning the notice: 

Ms.Nakayama, Personnel and Procurement Division, Treasury Bureau, Hyogo Prefectural 

Government 5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567 

TEL (078)341-7711 extension 75784 
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入札公告 

  ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和７年５月20日 

契約担当者             

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１  調達内容 

(1) 調達物品及び数量 

      県立特別支援学校中型スクールバス（観光型）４台 

  (2) 調達物品の特質等 

      調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

  (3) 納入期限 

令和８年３月13日（金） 

  (4) 納入場所 

      県立むこがわ特別支援学校ほか３校 

（詳細は仕様書のとおり） 

 (5) 入札方法 

      上記(1)の物品について入札に付する。 

   落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

110分の100に相当する金額で入札すること。 

２  一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名 

簿に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札

の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準によ 

る資格制限を受けていない者であること。 

(3) 参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていな 

い者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第 

225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

３  入札の参加申込及び入札の方法等 

  入札は、書面又は電子によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。 

(1) 書面による入札 

ア 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先 

       〒650-8567  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

                   兵庫県出納局物品管理課  担当 中山 

                   電話（078）341－7711 内線75784 ＦＡＸ 078－362－3928 

イ 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付

期間 

     令和７年５月20日（火）から同年６月３日（火）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県

条例第15号）第２条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）の午前９時から

午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

  ウ 入札・開札の日時及び場所 

       令和７年６月27日（金）午後３時 兵庫県庁１号館１階入札室 

  エ 入札書の提出期限 

上記ウの入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書
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の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）によ

る入札については、令和７年６月26日（木）午後５時までに上記アの場所に必着のこと。 

 (2) 電子による入札 

   兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）の利用による入札（以下「電

子入札」という。）及び開札手続を行うものとし、この場合は以下によること。 

ア 参加申込みの期間 

令和７年５月20日（火）から同年６月３日（火）まで（県の休日を除く。）の午前９時から午後８時

まで（ただし、令和７年６月３日（火）は午後４時までとする。） 

イ 入札の日時 

令和７年６月20日（金）午後５時から同月27日（金）午後３時まで（県の休日を除く。） 

ウ 開札日時及び場所は上記(1)ウに同じ 

４ 仕様確認について 

 (1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次によ

り必ず確認を受けること。 

  ア 受付期間 

    令和７年５月21日（水）から同年６月13日（金）まで（県の休日を除く。）の午前９時から午後４時

まで（持参の場合は、正午から午後１時までを除く。） 

    なお、電子入札システムによる場合は、令和７年５月21日（水）から同年６月３日（火）まで（県の

休日を除く。）の午前９時から午後８時まで（ただし、令和７年６月３日（火）は午後４時までとす

る。）の間に提出すること。 

  イ 受付場所  

上記３(1)アに同じ 

ウ 提出書類 

(ｱ) 仕様確認申込書  

(ｲ) 仕様を満たしていることを確認できるカタログ等 

  エ 提出方法  

電子入札システム、持参又はFAXにより提出すること。 

  オ 確認の結果  

令和７年６月20日（金）午後５時までに通知する。 

 (2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説明を求めら

れた場合は、それに応じること。 

 (3) 入札者は、上記(1)オで認められた物品で入札すること。 

５  その他 

  (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨 

  (2) 入札保証金 

   契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の100分の５以上の額の入

札保証金を令和７年６月25日（水）正午までに納付しなければならない。ただし、保険会社との間に県を

被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。   

  (3) 契約保証金  

      契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納付しなければならない。ただし、保

険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しその保険証書を契約保証金に代えて提出す

る場合、「誓約書（契約保証金の免除についての誓約書）」を提出する場合、契約金額が200万円以下の場

合等は、契約保証金を免除する。 

  (4) 入札に関する条件 

    ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うか、又は電子入札をすること。 

    イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに納付されてい

ること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和７年７月14

日（月）まであること。 
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   ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

    エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札金額が分明であること。 

なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名があること（電子入札を除く。）。 

キ 代理人が入札する場合は、入札開始までに入札執行者に届出すること。 

なお、電子入札の場合は、事前に承認された代理人に限る。 

ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと（電子入札を除く。）。 

ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ 

に違反して無効となった者以外の者 

  (5) 入札の無効 

      本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類

に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

  (6) 契約書作成の要否 

     要作成 

  (7) 落札者の決定方法 

      入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵

庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。 

(8) その他 

  詳細は、入札説明書による。 

６ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1) Name and title of head of the procuring entity: 

Motohiko Saitou, Governor of Hyogo Prefecture 

(2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

Middle-sized school buses 4 vehicle 

(3) Delivery period: March 13, 2026 

(4) Delivery place: 

Mukogawa special school in Hyogo, Kawanishi Kariyon no oka special school in Hyogo, Higashi 

harima special school in Hyogo and Himeji Shirasagi special school in Hyogo 

(5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00  June 3，2025 

(6) Deadline for tender: 

15:00  June 27, 2025 by direct delivery, electronic bidding system 

17:00  June 26，2025 by mail 

(7) Person to contact concerning the notice: 

Ms.Nakayama, Personnel and Procurement Division, Treasury Bureau, Hyogo Prefectural 

Government 5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567 

TEL (078)341-7711 extension 75784 

 

入札公告 

  ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和７年５月20日 

契約担当者             

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 調達内容 
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(1) 調達物品及び数量 

      県立特別支援学校小型スクールバス（観光型リフトあり・車椅子２脚） ６台 

  (2) 調達物品の特質等 

      調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

  (3) 納入期限 

  令和８年３月13日（金） 

  (4) 納入場所 

      県立のじぎく特別支援学校ほか４校 

（詳細は仕様書のとおり） 

 (5) 入札方法 

      上記(1)の物品について入札に付する。 

   落札決定に当たっては、入札金額を落札価格とするので、入札者は、見積もった契約希望金額で入札す

ること。 

２  一般競争入札参加資格 

  (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名

簿に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札

の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

  (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準によ

る資格制限を受けていない者であること。 

  (3) 参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていな

い者であること。 

  (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第

225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

３  入札の参加申込及び入札の方法等 

  入札は、書面又は電子によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。 

(1) 書面による入札 

ア 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先 

       〒650-8567  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

                   兵庫県出納局物品管理課  担当 中山 

                   電話（078）341－7711 内線75784 ＦＡＸ 078－362－3928 

イ 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付

期間 

     令和７年５月20日（火）から同年６月３日（火）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県 

条例第15号）第２条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）の午前９時から

午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

  ウ 入札・開札の日時及び場所 

       令和７年６月27日（金）午後４時 兵庫県庁１号館１階入札室 

  エ 入札書の提出期限 

上記ウの入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書

の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）によ

る入札については、令和７年６月26日（木）午後５時までに上記アの場所に必着のこと。 

 (2) 電子による入札 

   兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）の利用による入札（以下「電

子入札」という。）及び開札手続を行うものとし、この場合は以下によること。 

ア 参加申込みの期間 

令和７年５月20日（火）から同年６月３日（火）まで（県の休日を除く。）の午前９時から午後８時

まで（ただし、令和７年６月３日（火）は午後４時までとする。） 

イ 入札の日時 
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令和７年６月20日（金）午後５時から同月27日（金）午後４時まで（県の休日を除く。） 

ウ 開札日時及び場所は上記(1)ウに同じ 

４ 仕様確認について 

 (1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次によ

り必ず確認を受けること。 

  ア 受付期間 

    令和７年５月21日（水）から同年６月13日（金）まで（県の休日を除く。）の午前９時から午後４時

まで（持参の場合は、正午から午後１時までを除く。） 

    なお、電子入札システムによる場合は、令和７年５月21日（水）から同年６月３日（火）まで（県の

休日を除く。）の午前９時から午後８時まで（ただし、令和７年６月３日（火）は午後４時までとす

る。）の間に提出すること。 

  イ 受付場所  

上記３(1)アに同じ 

ウ 提出書類 

(ｱ) 仕様確認申込書  

(ｲ) 仕様を満たしていることを確認できるカタログ等 

  エ 提出方法  

電子入札システム、持参又はFAXにより提出すること。 

  オ 確認の結果  

令和７年６月20日（金）午後５時までに通知する。 

 (2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説明を求めら

れた場合は、それに応じること。 

 (3) 入札者は、上記(1)オで認められた物品で入札すること。 

５  その他 

  (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨 

  (2) 入札保証金 

   契約希望金額の100分の５以上の額の入札保証金を令和７年６月25日（水）正午までに納付しなければ

ならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険

証書を入札保証金に代えて提出すること。   

  (3) 契約保証金  

      契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納付しなければならない。ただし、保

険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しその保険証書を契約保証金に代えて提出す

る場合、「誓約書（契約保証金の免除についての誓約書）」を提出する場合、契約金額が200万円以下の場

合等は、契約保証金を免除する。 

  (4) 入札に関する条件 

    ア  入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うか、又は電子入札をすること。 

    イ  所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに納付されてい

ること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和７年７月14

日（月）まであること。 

   ウ  入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

    エ  同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ  入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札金額が分明であること。 

なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名があること（電子入札を除く。）。 

キ  代理人が入札する場合は、入札開始までに入札執行者に届出すること。 

なお、電子入札の場合は、事前に承認された代理人に限る。 

ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと（電子入札を除く。）。 

ケ  再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 
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(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ 

に違反して無効となった者以外の者 

  (5) 入札の無効 

      本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類

に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

  (6) 契約書作成の要否 

     要作成 

  (7) 落札者の決定方法 

      入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵

庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。 

  (8) その他 

  詳細は、入札説明書による。 

６ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1) Name and title of head of the procuring entity: 

Motohiko Saitou, Governor of Hyogo Prefecture 

(2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

Small-sized school buses 6 vehicle 

(3) Delivery period: March 13, 2026 

(4) Delivery place: 

Nojigiku special school in Hyogo, Kawanishi Kariyon no oka special school in Hyogo, 

Uenogahara special school in Hyogo, Ako special school in Hyogo,and Wadayama special school 

in Hyogo 

(5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00  June 3，2025 

(6) Deadline for tender: 

16:00  June 27, 2025 by direct delivery, electronic bidding system 

17:00  June 26，2025 by mail 

(7) Person to contact concerning the notice: 

Ms.Nakayama, Personnel and Procurement Division, Treasury Bureau, Hyogo Prefectural 

Government 5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567 

TEL (078)341-7711 extension 75784 

 

都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  令和７年５月20日 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

加古郡播磨町宮西二丁目74番１ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

加古川市尾上町長田524番地の６ 

山 口 雅 彦  

３ 許可年月日及び許可番号 

令和６年10月15日 

兵庫県指令東播（加土）（建）第１－18号（６播磨） 
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   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  令和７年５月20日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  揖保郡太子町東保字宗田114番１、115番１、116番・117番合併 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

  姫路市町坪25番地の３ 

有限会社エースクリエイト 代表取締役 中 島 和 弘 

３ 許可年月日及び許可番号 

  令和６年12月４日 

   兵庫県指令中播（姫土）（建）第１－24号（６太子） 
 

病 院 局 管 理 規 程 

 

 兵庫県病院事業の設置等に関する条例施行規程の一部を改正する管理規程をここに公布する。 

  令和７年５月20日 

兵庫県病院事業管理者 杉 村 和 朗  

兵庫県病院局管理規程第６号 

   兵庫県病院事業の設置等に関する条例施行規程の一部を改正する管理規程 

  兵庫県病院事業の設置等に関する条例施行規程（平成14年兵庫県病院局管理規程第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３条第10項中「123,000円」を「175,000円」に改め、同条第11項中 

「 

区 分 料 金 

診断書、証明

書その他こ

れらに類す

るもので医

師の判断を

要するもの 

産科医療補償制度認定診断書 

１通につき 14,273円 

（消費税が課される場合

においては、15,700円） 

自動車損害賠償保障法の適用に係るもの及び人の生命

又は身体に関する任意保険に係るもの 

１通につき 5,000円 

（消費税が課される場合

においては、5,500円） 

その他のも

の 

診断書のうち病状経過等の証明内容が複

雑なもの 

１通につき 4,637円 

（消費税が課される場合

においては、5,100円） 

死亡診断書、出生証明書及び診断書のうち

病状経過等の証明内容が簡易なもの 

１通につき 3,273円 

（消費税が課される場合

においては、3,600円） 

身体検査の証明その他記載内容が簡易な

もの 

１通につき 2,637円 

（消費税が課される場合

においては、2,900円） 
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証明書その

他これに類

するもので

医師の判断

を要しない

もの 

診療費明細

証明その他

これに類す

るもの 

自動車損害賠償保障法の適用に係るもの

及び人の生命又は身体に関する任意保険

に係るもの 

１通につき 4,182円 

（消費税が課される場合

においては、4,600円） 

その他のもの 

１通につき 3,364円 

（消費税が課される場合

においては、3,700円） 

所得税に係る医療費控除のための証明その他これに類

するもの 

１通につき 1,819円（消

費税が課される場合にお

いては、2,000円） 

入院又は通院期間の証明その他これに類するもの 

１通につき 1,819円（消

費税が課される場合にお

いては、2,000円） 

」 

を 

「 

区 分 料 金 

産科医療補償制度認定診断書 

１通につき 14,273円 

（消費税が課される場合

においては、15,700円） 

自動車損害賠償保障法の適用に係るもの及び人の生命又は身体に関

する任意保険に係るもの 

１通につき 6,000円 

（消費税が課される場合

においては、6,600円） 

診断書 

１通につき 4,800円 

（消費税が課される場合

においては、5,280円） 

諸証明書（医師の判断を要するもの） 

１通につき 3,600円 

（消費税が課される場合

においては、3,960円） 

諸証明書（医師の判断を要しないもの） 

１通につき 2,000円 

（消費税が課される場合

においては、2,200円） 

 」 

に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この管理規程は、令和７年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 管理規程の施行の日前に出産の予約をした者の出産介助料については、改正後の兵庫県病院事業の設置等

に関する条例施行規程（以下「改正後の管理規程」という。）第３条第10項の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

３ 管理規程の施行の日前に診断書、証明書その他これらに類する文書のうち「証明書その他これに類するも

ので医師の判断を要しないもの」の「診療費明細証明その他これに類するもの」の「その他のもの」以外の

文書の交付の申請をした者に係る当該文書の料金については、改正後の管理規程第３条第11項の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 
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教 育 委 員 会 公 告 

 

入札公告  

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和７年５月20日 

契約担当者                   

兵庫県立加古川北高等学校長 古 河 真紀子  

１  調達内容 

(1) 調達物品及び数量 

県立加古川北高等学校 特別教室空調設備リース 一式 

(2) 調達物品の特質等 

      調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 契約期間 

   賃貸借期間 令和７年11月１日（土）から令和20年10月31日（日）まで 

         ※令和７年10月31日（金）までに設置のこと。 

         ※賃貸借期間満了後、無償譲渡 

(4) 設置場所 

県立加古川北高等学校 

加古川市野口町水足867番１ 

 (5) 入札方法 

      上記(1)の物品について入札に付する。 

   入札書に記載する金額については、調達案件の設置に係る詳細設計、搬入設置調整に要する費用及び機

器設定に要する費用と(3)の期間における賃借料の合計金額を(3)の期間（156箇月）で月割りした１月当

たりの単価（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）とする。 

落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の

100に相当する金額で入札すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿 

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の 

日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

（入札参加資格審査窓口） 

  兵庫県出納局物品管理課 電話（078）341-7711 内線75787 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい

ない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第

225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 当該物品を第三者をして貸し付けようとする者は、当該物品を自ら貸し付ける能力を有するとともに、 

第三者をして貸付できる能力を有することを証明したものであること。 

３ 入札の参加申込み及び入札の方法等 

  入札は、県立加古川北高等学校が電子入札システム未導入のため、従来の入札者立会による入札書の提出

方式により行う。 

(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所

及び問合せ先 

〒675-0019 加古川市野口町水足867番１ 

                 県立加古川北高等学校 担当 牛居 
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                 電話 079-426-6511 音声案内６ ＦＡＸ 079-426-7429 

         ホームページ https://www.hyogo-c.ed.jp/~kakokita-hs/ 

(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期

間 

令和７年５月20日（火）から同月30日（金）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第

15号）第２条に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）の午前９時から午後４時まで 

※ 郵便（書留郵便に限る。）又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２

条第６項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２

項に規定する信書便による場合は、申込み書類を封筒に入れて密封の上、その封皮に「入札参加申込」

と表記のうえ、宛名及び入札物件等を記入し、上記期間に必着のこと。 

(3) 開札の日時及び場所 

      日時 令和７年６月19日（木）午前10時 

場所 県立加古川北高等学校同窓会館１F 会議室（加古川市野口町水足867番１） 

(4) 入札書の提出期限 

上記(3)の開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。 

４  その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

      契約希望金額（入札書記載金額に100分の10に相当する額（当該金額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てるものとする。）を加算して得た額に賃貸借期間156箇月を乗じた金額）の100分の５

以上の額の入札保証金を令和７年６月17日（火）午後１時までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代え

て提出すること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であると

きは、当該入札は無効となる。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り上げるものとする。）を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県

を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出するこ

と。 

また、財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）に基づき免除する場合もある。 

(4) 入札に関する条件 

    ア  入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参することにより行うこと。 

    イ  所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに納入されてい

ること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示

す保険期限まであること。 

ウ  入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ  同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ  連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

    カ  入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札金額が分明であること。 

キ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

ク  再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからキまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反して無効となった者以外の者 

(5) 入札の無効 

      本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類

に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 
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     要 

(7) 落札者の決定方法 

入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。 

(8) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering        

(1) Name and title of the head of the procuring entity: 

Makiko Furukawa, Principal of Kakogawa kita high school in Hyogo  

(2) Nature and quantity of the products to be purchased: 

A lease agreement for Kakogawa kita high school in Hyogo air-conditioning equipment 

(3) Contract period:  

From November 1, 2025 to October 31, 2038  

(4) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 May 30, 2025  

(5) Date and time of tender: 

10:00 June 19, 2025 by direct delivery        

(6) Person to contact concerning the notice: 

Ms.Ushii, Kakogawa kita high school in Hyogo  

867-1 Mizuashi, Noguchi-cho, Kakogawa-city, Hyogo 675-0019  

TEL (079)426-6511  

 

入札公告  

  ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和７年５月20日 

契約担当者                   

兵庫県立小野工業高等学校長 林   泰 孝  

１ 調達内容 

(1) 調達物品及び数量 

県立小野工業高等学校 特別教室空調設備リース 一式 

(2) 調達物品の特質等 

      調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 契約期間 

   賃貸借期間 令和７年11月１日（土）から令和20年10月31日（日）まで 

         ※令和７年10月31日（金）までに設置のこと。 

         ※賃貸借期間満了後、無償譲渡 

(4) 設置場所 

県立小野工業高等学校 

小野市片山町1034－１ 

 (5) 入札方法 

      上記(1)の物品について入札に付する。 

   入札書に記載する金額については、調達案件の設置に係る詳細設計、搬入設置調整に要する費用及び機

器設定に要する費用と(3)の期間における賃借料の合計金額を(3)の期間（156箇月）で月割りした１月当

たりの単価（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）とする。 

落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の

100に相当する金額で入札すること。 
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２  一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿 

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の 

日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

（入札参加資格審査窓口） 

  兵庫県出納局物品管理課 電話（078）341-7711 内線75787 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい

ない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第

225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 当該物品を第三者をして貸し付けようとする者は、当該物品を自ら貸し付ける能力を有するとともに、 

第三者をして貸付できる能力を有することを証明したものであること。 

３  入札の参加申込み及び入札の方法等 

  入札は、県立小野工業高等学校が電子入札システム未導入のため、従来の入札者立会による入札書の提出

方式により行う。 

(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所

及び問合せ先 

〒675-1335 小野市片山町1034－１ 

                 県立小野工業高等学校 担当 小佐見 

                 電話 0794-63-1941 ＦＡＸ 0794-63-1943 

         ホームページ https://www.hyogo-c.ed.jp/~ono-ths/ 

(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期

間 

令和７年５月20日（火）から同月30日（金）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第

15号）第２条に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）の午前９時から午後４時まで 

※ 郵便（書留郵便に限る。）又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２

条第６項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２

項に規定する信書便による場合は、申込み書類を封筒に入れて密封の上、その封皮に「入札参加申込」

と表記のうえ、宛名及び入札物件等を記入し、上記期間に必着のこと。 

(3) 開札の日時及び場所 

      日時 令和７年６月20日（金）午後２時 

場所 県立小野工業高等学校 会議室（小野市片山町1034－１） 

(4) 入札書の提出期限 

上記(3)の開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。 

４  その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

      契約希望金額（入札書記載金額に100分の10に相当する額（当該金額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てるものとする。）を加算して得た額に賃貸借期間156箇月を乗じた金額）の100分の５

以上の額の入札保証金を令和７年６月18日（水）午後２時までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代え

て提出すること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であると

きは、当該入札は無効となる。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り上げるものとする。）を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県

を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出するこ
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と。 

また、財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）に基づき免除する場合もある。 

(4) 入札に関する条件 

    ア  入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参することにより行うこと。 

    イ  所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに納入されてい

ること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示

す保険期限まであること。 

ウ  入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ  同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ  連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

    カ  入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札金額が分明であること。 

キ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

ク  再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからキまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反して無効となった者以外の者 

(5) 入札の無効 

      本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類

に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

     要 

(7) 落札者の決定方法 

入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。 

(8) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering        

(1) Name and title of the head of the procuring entity: 

Hayashi Yasutaka, Principal of Ono Technical high school in Hyogo  

(2) Nature and quantity of the products to be purchased: 

A lease agreement for Ono Technical high school in Hyogo air-conditioning equipment 

(3) Contract period:  

From November 1, 2025 to October 31, 2038 

(4) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 May 30, 2025 

  (5)   Date and time of tender: 

14:00 June 20, 2025 by direct delivery 

(6) Person to contact concerning the notice: 

Mr.Kosami, Ono Technical high school in Hyogo  

1034-1 Katayama-cho, Ono, Hyogo 675-1335 

TEL (0794)63-1941 

 

入札公告  

  ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和７年５月20日 

契約担当者                   

兵庫県立香寺高等学校長 森   美 樹  
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１  調達内容 

(1) 調達物品及び数量 

県立香寺高等学校 特別教室空調設備リース 一式 

(2) 調達物品の特質等 

      調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 契約期間 

   賃貸借期間 令和７年11月１日（土）から令和20年10月31日（日）まで 

         ※令和７年10月31日（金）までに設置のこと。 

         ※賃貸借期間満了後、無償譲渡 

(4) 設置場所 

県立香寺高等学校 

姫路市香寺町土師547 

 (5) 入札方法 

      上記(1)の物品について入札に付する。 

   入札書に記載する金額については、調達案件の設置に係る詳細設計、搬入設置調整に要する費用及び機

器設定に要する費用と(3)の期間における賃借料の合計金額を(3)の期間（156箇月）で月割りした１月当

たりの単価（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）とする。 

落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の

100に相当する金額で入札すること。 

２  一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿 

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の 

日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

（入札参加資格審査窓口） 

  兵庫県出納局物品管理課 電話（078）341-7711 内線75787 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい

ない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第

225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 当該物品を第三者をして貸し付けようとする者は、当該物品を自ら貸し付ける能力を有するとともに、 

第三者をして貸付できる能力を有することを証明したものであること。 

３ 入札の参加申込み及び入札の方法等 

  入札は、県立香寺高等学校が電子入札システム未導入のため、従来の入札者立会による入札書の提出方式

により行う。 

(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所

及び問合せ先 

〒679-2163 姫路市香寺町土師547 

                 県立香寺高等学校 担当 浅野 

                 電話 079-232-0048 ＦＡＸ 079-265-2070           

         ホームページ https://www.hyogo-c.ed.jp/~kodera-hs/ 

(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期

間 

令和７年５月20日（火）から同年６月18日（水）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条

例第15号）第２条に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）の午前９時から午後４時ま

で（正午から午後１時までを除く。） 

※ 郵便（書留郵便に限る。）又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２
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条第６項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２

項に規定する信書便による場合は、申込み書類を封筒に入れて密封の上、その封皮に「入札参加申込」

と表記のうえ、宛名及び入札物件等を記入し、上記期間に必着のこと。 

(3) 開札の日時及び場所 

      日時 令和７年６月20日（金）午前11時 

場所 県立香寺高等学校会議室（姫路市香寺町土師547） 

(4) 入札書の提出期限 

上記(3)の開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。 

４  その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

      契約希望金額（入札書記載金額に100分の10に相当する額（当該金額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てるものとする。）を加算して得た額に賃貸借期間156箇月を乗じた金額）の100分の５

以上の額の入札保証金を令和７年６月18日（水）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代え

て提出すること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であると

きは、当該入札は無効となる。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り上げるものとする。）を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県

を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出するこ

と。 

また、財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）に基づき免除する場合もある。 

(4) 入札に関する条件 

    ア  入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参することにより行うこと。 

    イ  所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに納入されてい

ること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示

す保険期限まであること。 

ウ  入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ  同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ  連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

    カ  入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札金額が分明であること。 

キ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

ク  再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからキまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反して無効となった者以外の者 

(5) 入札の無効 

      本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類

に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

     要 

(7) 落札者の決定方法 

入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵

庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。 

(8) その他 

詳細は、入札説明書による。 



令和７年５月20日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第 618 号 

27 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering        

(1) Name and title of the head of the procuring entity: 

Miki Mori, Principal of Kodera high school in Hyogo  

(2) Nature and quantity of the products to be purchased: 

 A lease agreement for Kodera high school in Hyogo air-conditioning equipment 

(3) Contract period:  

From November 1, 2025 to October 31, 2038  

(4) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 June 18, 2025   

  (5)   Date and time of tender: 

11:00 June 20, 2025 by direct delivery        

(6) Person to contact concerning the notice: 

Ms.Asano,Kodera high school in Hyogo  

547 Haze, Kodera-cho, Himeji, Hyogo 679-2163  

TEL (079)232-0048   

 

入札公告  

  ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和７年５月20日 

契約担当者                   

兵庫県立山崎高等学校長 塚 本 師 仁  

１  調達内容 

(1) 調達物品及び数量 

県立山崎高等学校 特別教室空調設備リース 一式 

(2) 調達物品の特質等 

      調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 契約期間 

   賃貸借期間 令和７年11月１日（土）から令和20年10月31日（日）まで 

         ※令和７年10月31日（金）までに設置のこと。 

         ※賃貸借期間満了後、無償譲渡 

(4) 設置場所 

県立山崎高等学校 

宍粟市山崎町加生340 

 (5) 入札方法 

      上記(1)の物品について入札に付する。 

   入札書に記載する金額については、調達案件の設置に係る詳細設計、搬入設置調整に要する費用及び機

器設定に要する費用と(3)の期間における賃借料の合計金額を(3)の期間（156箇月）で月割りした１月当

たりの単価（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）とする。 

落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の

100に相当する金額で入札すること。 

２  一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿 

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の 

日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

（入札参加資格審査窓口） 

  兵庫県出納局物品管理課 電話（078）341-7711 内線75787 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による
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資格制限を受けていない者であること。 

(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい

ない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第

225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 当該物品を第三者をして貸し付けようとする者は、当該物品を自ら貸し付ける能力を有するとともに、 

第三者をして貸付できる能力を有することを証明したものであること。 

３  入札の参加申込み及び入札の方法等 

  入札は、県立山崎高等学校が電子入札システム未導入のため、従来の入札者立会による入札書の提出方式

により行う。 

(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所

及び問合せ先 

〒671－2570 宍粟市山崎町加生340 

                 県立山崎高等学校  担当 東道・船引 

                  電話 0790－62－1730 ＦＡＸ 0790－62－5849           

          ホームページ https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/yamasaki-hs/NC3/ 

(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期

間 

令和７年５月20日（火）から同月30日（金）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第

15号）第２条に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）の午前９時から午後４時まで 

※ 郵便（書留郵便に限る。）又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２

条第６項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２

項に規定する信書便による場合は、申込み書類を封筒に入れて密封の上、その封皮に「入札参加申込」

と表記のうえ、宛名及び入札物件等を記入し、上記期間に必着のこと。 

(3) 開札の日時及び場所 

      日時 令和７年６月23日（月）午後２時 

場所 県立山崎高等学校会議室（宍粟市山崎町加生340） 

(4) 入札書の提出期限 

上記(3)の開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。 

４  その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

      契約希望金額（入札書記載金額に100分の10に相当する額（当該金額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てるものとする。）を加算して得た額に賃貸借期間156箇月を乗じた金額）の100分の５

以上の額の入札保証金を令和７年６月19日（木）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代え

て提出すること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であると

きは、当該入札は無効となる。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り上げるものとする。）を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県

を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出するこ

と。 

また、財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）に基づき免除する場合もある。 

(4) 入札に関する条件 

    ア  入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参することにより行うこと。 

    イ  所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに納入されてい

ること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示

す保険期限まであること。 
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ウ  入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ  同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ  連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

    カ  入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札金額が分明であること。 

キ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

ク  再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからキまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反して無効となった者以外の者 

(5) 入札の無効 

      本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類

に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

     要 

(7) 落札者の決定方法 

入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。 

(8) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering        

(1) Name and title of the head of the procuring entity: 

Norihito Tsukamoto, Principal of Yamasaki high school in Hyogo  

(2) Nature and quantity of the products to be purchased: 

 A lease agreement for Yamasaki high school in Hyogo air-conditioning equipment 

(3) Contract period:  

From November 1, 2025 to October 31, 2038 

(4) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 May 30, 2025 

  (5)   Date and time of tender: 

14:00 June 23, 2025 by direct delivery        

(6) Person to contact concerning the notice: 

Ms. Toudou, or Ms. Hunabiki,  Yamasaki high school in Hyogo  

340 Kasho, Yamasaki-cho, Shiso, Hyogo 671-2570 

TEL (0790)62-1730  

 

入札公告  

  ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和７年５月20日 

契約担当者                   

兵庫県立村岡高等学校長 三 宅 美奈子  

１  調達内容 

(1) 調達物品及び数量 

県立村岡高等学校 特別教室空調設備リース 一式 

(2) 調達物品の特質等 

      調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 契約期間 

   賃貸借期間 令和７年11月１日（土）から令和20年10月31日（日）まで 



令和７年５月20日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第 618 号 

30 

         ※令和７年10月31日（金）までに設置のこと。 

         ※賃貸借期間満了後、無償譲渡 

(4) 設置場所 

県立村岡高等学校 

美方郡香美町村岡区村岡2931 

 (5) 入札方法 

      上記(1)の物品について入札に付する。 

   入札書に記載する金額については、調達案件の設置に係る詳細設計、搬入設置調整に要する費用及び機

器設定に要する費用と(3)の期間における賃借料の合計金額を(3)の期間（156箇月）で月割りした１月当

たりの単価（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）とする。 

落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の

100に相当する金額で入札すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿 

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の 

日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

（入札参加資格審査窓口） 

  兵庫県出納局物品管理課 電話（078）341-7711 内線75787 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい

ない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第

225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 当該物品を第三者をして貸し付けようとする者は、当該物品を自ら貸し付ける能力を有するとともに、 

第三者をして貸付できる能力を有することを証明したものであること。 

３  入札の参加申込み及び入札の方法等 

  入札は、県立村岡高等学校が電子入札システム未導入のため、従来の入札者立会による入札書の提出方式

により行う。 

(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所 

及び問合せ先 

〒667－1311 美方郡香美町村岡区村岡2931 

県立村岡高等学校 担当 森井 

電話 0796－94－0201 ＦＡＸ 0796－94－0203 

ホームページ https://www.hyogo-c.ed.jp/~muraoka-hs/ 

(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期 

 間 

令和７年５月20日（火）から同月30日（金）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第

15号）第２条に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）の午前９時から午後４時まで 

※ 郵便（書留郵便に限る。）又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２

条第６項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２

項に規定する信書便による場合は、申込み書類を封筒に入れて密封の上、その封皮に「入札参加申込」

と表記のうえ、宛名及び入札物件等を記入し、上記期間に必着のこと。 

(3) 開札の日時及び場所 

      日時 令和７年６月20日（金）午後２時 

場所 県立村岡高等学校会議室（美方郡香美町村岡区村岡2931） 

(4) 入札書の提出期限 

上記(3)の開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。 
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４  その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

      契約希望金額（入札書記載金額に100分の10に相当する額（当該金額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てるものとする。）を加算して得た額に賃貸借期間156箇月を乗じた金額）の100分の５

以上の額の入札保証金を令和７年６月18日（水）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代え

て提出すること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であると

きは、当該入札は無効となる。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り上げるものとする。）を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県

を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出するこ

と。 

また、財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）に基づき免除する場合もある。 

(4) 入札に関する条件 

    ア  入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参することにより行うこと。 

    イ  所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに納入されてい

ること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示

す保険期限まであること。 

ウ  入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ  同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ  連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

    カ  入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札金額が分明であること。 

キ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

ク  再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからキまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反して無効となった者以外の者 

(5) 入札の無効 

      本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類

に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

     要 

(7) 落札者の決定方法 

入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。 

(8) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering        

(1) Name and title of the head of the procuring entity: 

Minako Miyake, Principal of Muraoka high school in Hyogo  

(2) Nature and quantity of the products to be purchased: 

 A lease agreement for Muraoka high school in Hyogo air-conditioning equipment 

(3) Contract period:  

From November 1, 2025 to October 31, 2038  

(4) Deadline for the submission of tender application forms:  
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16:00 May 30, 2025  

  (5)   Date and time of tender: 

14:00 June 20, 2025 by direct delivery        

(6) Person to contact concerning the notice: 

Mr.Morii, Muraoka high school in Hyogo  

2931 Muraoka, Muraoka-ku, Kami-cho, Mikata-gun, Hyogo 667-1311 

TEL 0796-94-0201 
 

正         誤 

 

○令和７年３月25日付け（兵庫県公報第４号外） 

兵庫県規則第６号（技能労務職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則）中 

（ページ） （行） （誤） （正） 

３ 上から１ 第３条 第２条 

 

 

 


